
高等学校家庭科学習指導要領 家庭基礎：C(2) 家庭総合：C(2)
様々な消費者保護制度（未成年者取消、クーリングオフ、消費者契約法）を理解し、
困ったときには消費者相談窓口を活用する大切さを学ぶ
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宅配業者を装ってマルウェアに感染させようとするショートメッセージが届く事例が増えている。
通販を利用している人が増加していることに伴い、不審に思わずタップしてしまうことも増加して
いる。
身に覚えのないショートメッセージを受信した場合、リンクをタップしたり、表示の電話番号に電
話を掛けたりしないよう気を付けよう。

※マルウェア：不正かつ有害に動作させる意図で作られた悪意のあるソフトウェアや悪質な
コードの総称。

困ったときや不安に思う場合は、最寄りの消費生活センターや消費者ホットライン１８８へ。

【参考】
国民生活センター
〇「宅配便業者を装った「不在通知」の偽SMSに注意しましょう－URLにはアクセスしない、
ID・パスワードを入力しない！－」
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20201126_2.html
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